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そもそも公民館って？ 

公民館のことを定めた法律（社会教育法）では「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の

増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされて

います。 

公民館は住民の意見に基づいて、さまざまな事業を行うことによって人々の学びや育ちを支援します。 

 

岡山市の公民館には、社会教育についての専門的な知識や経験がある職員がいて、住民が学びたいこ

とを受け止め、住民とともに学習機会をつくりだします。 

その学びをもとに、さまざまな活動が生まれ発展するように援助していくのが公民館の役割です。 

単なる貸し施設ではなく、住民が何か学びたい、やりたいという時に役に立つ人やネットワークがあ

るところが特色です。 

 

「公民館」と名がつく施設には、ここで言う公立（市町村立）「公民館」以外に、町内会などが作って

いるものがあります。これは町内の集会所を「公民館」と名づけているものだと言って良いでしょう。 

常駐の職員がいないところがほとんどですか、その活動はまちづくりにかかわる集会や会議、そして

文化活動なども行われていて、公立公民館に近いものがあります。 

 

 

 

公民館の歴史 

公民館は戦後間もない 1946年（昭和 21年）、荒れ果てた郷土を復興し、民主主義の根付いた社会をつ

くっていくために生み出されたものです。 

公民館の構想を作ったのは当時の文部省社会教育課長だった寺中作雄氏で、公民館の設置を進めるア

イディアは「寺中構想」と呼ばれています。 

この構想に基づいて文部次官通達「公民館設置の運営について」が出され、公民館は全国に設置され

ていきます。初期の公民館の中には施設を持たない「青空公民館」もありました。 

 

1949（昭和 24年）の社会教育法の制定によって公民館が法律によって定められることになり、これを

契機に全国各地で公民館の条例が制定され、設置数が飛躍的に伸び、都市部の公民館も広がっていき

ました。 

 

1960年代に入ると、農村の過疎化や都市の人口急増による都市問題の発生などを背景として、そうし

た課題を解決する力を人々が身につける場として公民館への期待が高まり、「教育機関としての公民

館」としての性格が強められていきます。 

 

1970年代に入ると近代的な公民館の施設整備が進み、多くの人々から公民館で学ぶことへの期待が高

まり、住民の求める施設づくりや公民館保育、住民参画による公民館実践などが発展していきました。 
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1980年代には「生涯学習」の重要性が叫ばれるようになり、公民館は生涯学習のための中心的な施設

としての期待が寄せられるようになりました。 

 

2000 年代に入ると、公民館が地域の中で生涯学習の拠点施設として位置づけられる一方で、「行政改

革」や「官から民へ」の規制緩和といった全国的な流れを受けて、公民館への指定管理者制度導入や

民間委託、市長部局への移管、市民センター化などが一部で進んでいます。 

 

2013年から文部科学省が「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」を実施し、公民館

での絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習活動や体制づくりに力を入れだしました。 

2014年には、岡山市は「ＥＳＤ推進のための公民館－ＣＬＣ国際会議」を開催し、岡山市の公民館の

ＥＳＤ活動を世界に発信したことで、コミュニティに根ざした学びを通じた地域・社会づくりを進め

ていくことが、国際的なレベルで共有され、公民館に対する世界の注目や期待も大きくなりつつあり

ます。 
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